
健康保険傷病手当金請求書      （第 回目） 
 

 

 

 令和 年 月 日 提出  

 

東

部

ゴ

ム

健

康

保

険

組

合 

被

保

険

者

が

記

入

す

る

と

こ

ろ 

② 
被 保 険 者 証 の 
記 号 と 番 号 

（記  号） （番  号） ③ 被 保 険 者 
（請求者）の 
氏 名 と 印 

（フリガナ） 

 

④ 
㊞ 

 

⑤ 
被保険者 
(請求者) 

 
の現住所 

 〒   －                   TEL    （    ） 

⑥ 
事 業 所 
の 名 称 

 ⑦ 
被保険者の  
標準報酬月額 

千円 

⑧ 
被保険者の資格を 
取得した年月日 

昭和 
平成    年   月   日 
令和 

⑨         
被保険者の
業務の種別 

 

⑩ 
発 病 ま た は 
負 傷 の 年 月 日 

昭和 

平成    年   月   日 

令和 

⑪ 
傷 病 名 

 

⑫ 
発 病 の 状 態 

ま た は 負 傷 

原 因 を 詳 し く 

 ⑬ 第 三 者 行 為 に 
よるものですか  

 いいえ・はい 

⑭ 
疾病または負傷
の療養をするた 
めに休んだ期間 

令和        年         月         日 か ら 
 
令和        年     月         日 ま で 

日間 

⑮ 

Ⓐ 
うえの⑭に書いた期間の分の報酬を受

けましたか、または受けられますか 
受 け た ・ 受 け な い ・ 受 け ら れ る ・ 受 け ら れ な い  

Ⓑ 
報酬支払を受けたとき、または受けら

れるときは、その報酬の額とその報酬 

支払の基礎となった(なる)期間 

令和   年   月   日から 
 

令和   年   月   日まで 
の分として     円 

⑯ 障害厚生年金または障害手当金

を受給していますか  

⑰  
基 礎 年 金 番 号 

⑱ 障害厚生年金または障害手当金 

の受給の原因となった傷病名  

いいえ  ・  請求中  ・  はい   

資

格

喪

失

者 

任
意
継
続
被
保
険
者 

⑲ 老齢又は退職を事由とする公的年金を受給していますか いいえ  ・  請求中  ・  はい 

⑳ 年金コード又は記号番号もしくは番号 年 金 額 

                円 

                円 

の
方 

㉑ 年 金 の 合 計 額                円 

同 
 

意  

欄 

・私は、東部ゴム健康保険組合が傷病手当金の給付について、関係機関に照会することに同意します。照会行為について、東部ゴム
健康保険組合に対し、異議または申し立てをしません。または、関係機関が上記照会について、回答することにも同意します。 
※関係機関とは、貴殿により通知を受けた当健保加入前の保険者・団体・会社他、受診中または受診されていた医療機関を指します。 

・障害厚生(基礎)年金の受給開始または年金額の変更があった場合、退職後に老齢厚生(基礎)年金の受給を開始または年金額の変更
があった場合、遅滞なく東部ゴム健康保険組合に届出し、受給した傷病手当金に返納金が生じた際は速やかに返納いたします。 

令和     年    月    日       氏名： 
   

委

任

状 

私は下記の者を代理人と定めて傷病手当金の受領方を委任します。 
 

令和  年  月  日 
㉒ 

被保 険者 

（請求者） 

住 所  
㉓ 

 

氏 名  ㊞ 
 

㉔ 

代 理 人 

住 所  
㉕ 

 

氏 名  ㊞ 

 

⒎ 

⑰
の
欄
は
、
⑯
の
欄
ま
た
は
⑲
の
欄
で
「
は
い
」
ま
た
は
「
請
求
中
」
に
〇
を
付
け
た
方
の
み
、
基
礎
年
金
番
号
を
記
入
し
て
下
さ
い
。 

⒏ 

⑳
の
欄
は
、
⑲
の
欄
で
「
は
い
」
に
〇
を
つ
け
た
方
の
み
、
老
齢
厚
生
年
金
・
老
齢
基
礎
年
金
・
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
ま
た
は 

こ
れ
に
準
ず
る
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
年
金
コ
ー
ド
ま
た
は
、
記
号
番
号
も
し
く
は
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。 

⒐ 

⑲
の
欄
で
「
は
い
」
に
〇
を
つ
け
た
方
は
、
老
齢
厚
生
年
金
・
老
齢
基
礎
年
金
・
退
職
共
済
年
金
の
年
金
証
書
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る 

   

書
類
の
写
し
お
よ
び
そ
の
額
そ
の
支
給
開
始
年
月
日
を
証
明
す
る
書
類
並
び
に
そ
の
直
近
の
額
を
証
明
す
る
書
類(

年
金
額
改
定
通
知
書
等)

 
   

の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

⒑ 

給
付
金
の
受
領
は
、
勤
務
先
へ
の
受
領
委
任
と
な
り
ま
す
の
で
、
委
任
状
の
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
欄
に
記
入
押
印
し
て
下
さ
い
。 

な
お
、
委
任
状
の
」
被
保
険
者
㉓
欄
の
印
と
、
④
の
印
は
必
ず
同
一
印
で
押
印
し
て
下
さ
い
。 

⒒ 

勤
務
先
を
退
職
し
た
後
の
給
付
金
の
受
領
は
、
勤
務
先
へ
の
受
領
委
任
ま
た
は
個
人
受
領
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
個
人
受
領
を
希
望
す
る 

場
合
は
、
別
紙
「
銀
行
振
込
依
頼
書
」
を
こ
の
請
求
書
に
添
付
し
て
下
さ
い
。 

事 業 所 
担 当 者 印 

 

⒈ 

②
及
び
⑧
の
欄
は
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
を
見
て
記
入
し
て
下
さ
い
。
⑦
は
勤
務
先
か
ら
交
付
さ
れ
る 

 
 

「
賃
金
支
払
内
訳
票
」
な
ど
を
み
れ
ば
わ
か
り
ま
す
。 

⒉ 

被
保
険
者
が
自
ら
署
名
す
る
場
合
に
は
、
④
欄
の
被
保
険
者
の
押
印
は
不
要
で
す
。
な
お
、
被
保
険
者
以
外 

の
方
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

⒊ 

⑨
の
欄
は
、
単
に
事
務
員
、
工
員
と
記
入
す
る
こ
と
な
く
「
経
理
担
当
事
務
員
」「
仕
上
工
」
「
施
盤
工
」
等 

具
体
的
に
記
入
し
て
下
さ
い
。 

⒋ 

⑫
の
欄
は
、
日
時
、
場
所
、
何
を
し
て
い
て
等
、
具
体
的
に
記
入
し
て
下
さ
い
。 

⒌ 

⑬
、
⑮
の
Ⓐ
、
⑯
、
⑲
の
欄
は
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
文
字
を
〇
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
な
お
、
⑮
の
Ⓐ
は
、 

請
求
書
を
提
出
す
る
と
き
現
在
ま
で
の
こ
と
を
「
受
け
た
」、「
受
け
な
い
」
に
、
ま
た
将
来
の
こ
と
を 

「
受
け
ら
れ
る
」、「
受
け
ら
れ
な
い
」
に
わ
け
て
、
二
つ
に
事
項
を
○
で
囲
ん
で
下
さ
い
。 

⒍ 

傷
病
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
別
に
「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病(

死)

届
」
を 

こ
の
請
求
書
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

① 

令和    月    日 提出 

東部ゴム健康保険組合 
受 付 日 付 印 

被保険者の 

注 意 事 項 
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医 師 の 

注 意 事

項 

※第１回目の請求においては、請求期間にかかる賃金台帳及びタイムカード(または出勤簿)の写しを添付してく
ださい。なお 2回目以降は賃金が支給された場合のみ添付してください。資格取得から 1年未満の請求について
は入社日からの賃金台帳及び出勤簿 (またはタイムカード)の写しを添付してください。 

 

事

業

主

が

記

入

す

る

と

こ

ろ 

被保険者氏名 
 

㉖ 
労 務 に 服 さ な 

か っ た 期 間 

令和 年   月   日から  

日間 
令和 年   月   日まで 

㉗ 

うえの 

期間中 

の分と 

して支 

払う報 

酬関係 

㋐  
全額支給した
場 合 ま た は 
支給する場合 

令和   年   月   日から     金  円  日額 

   の分として 

令和   年   月   日まで   （  月  日支払） 金      円 

㋑  
一部支給した
場 合 ま た は 
支給する場合 

令和   年   月   日から      金  円  日額 

   の分として 

令和   年   月   日まで   （  月  日支払） 金  円 

㋒ 
 

現在までにも 
また将来も支
給しない場合 
は 、 そ の 旨 

 

 

 

うえのとおり相違ないことを証明します。 令和
    

年   月   日 

ＴＥＬ   （    ）        

㉘ 住 所 

事 業 主 

㉙ 
氏 名 ㉚ 

㊞ 
 

 

療

養

を

担

当

し

た

医

師

が

意

見

を

か

く

と

こ

ろ 

患 者 氏 名 
 

㉛ 

傷 病 名  

㉜ 
発 病 ま た は 

負 傷 の 原 因 

 

㉝ 
発 病 ま た は 

負傷の年月日 

昭和 
平成     年    月    日 
令和 

㉞ 
療 養 の 給 付 を 
開始した年月日 

昭和 
平成     年    月    日 

令和 

㉟ 
労 務 不 能 と 

認 め た 期 間 

 
令和 年    月    日から 

日間 
㊱ 

左の期間中の 

診 療 実 日 数 
日間 

令和 年    月    日まで 

㊲ 

 

傷病の主状態 

 

および経過概要 

 

 

 

 

 

 

 
人工透析または 
人 工 臓 器 等 
装 着 し た と き 

人工透析を実施又は人工臓器を装着した日 平成･令和  年  月  日 
人工臓器 
等の種類 

ア、人工肛門  イ、人工膀胱  ウ、人工関節  エ、人工骨頭  オ、心臓ペースメーカー 
カ、人工透析  キ、その他（             ） 

㊳ 
うえの㉟の期間中に入院した 

期間がある場合はその期間 

令和 年    月    日から 
日間 

㊴ 
入 院 の 

費用の別 

健 保・公 費 

自 費・その他 令和 年    月    日まで 

う え の と お り 相 違 あ り ま せ ん 。 令和
    

年   月   日 

ＴＥＬ   （    ）        

㊵ 
住 所 

医 師 

㊶ 
 
氏 名 

㊷ 

㊞ 
 

⒓ 

㉗
欄
の
「
全
部
支
給
」
ま
た
は
「
一
部
支
給
」
と
は
、
一
日
当
り
の
賃
金
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
意
味
で
す
。 

⒔ 

㉗
欄
の
㋐
と
㋑
に
わ
た
る
と
き
は
、
両
欄
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
柄
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

⒕ 

㉗
の
㋒
欄
は
、「
現
在
ま
で
に
も
、
ま
た
将
来
も
支
給
し
な
い
」
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

⒖ 

被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
後
の
期
間
に
か
か
る
請
求
で
あ
る
と
き
は
、
事
業
主
の
証
明
を
行
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

19. 訂正したところは、各記入者の氏名のわきに押した印と同じ印（①から㉑までの訂正箇所には④の印、㉖から㉙までの訂正箇所には㉚の印、

㉛から㊶までの訂正箇所には㊷の印）を訂正印として押してください。 

20. 印はハッキリと押し、印漏れのないようにしてください。 

21. ⑭㉖㉟および㊳の期間の計算は、両端を入れて間違いなく計算して下さい。たとえば、6 月 13 日から 6 月 19 日までは、7 日間となります。 

東部ゴム健康保険組合 

⒗ 

㉞
欄
は
、
初
診
日
を
記
入
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
傷
病
に
つ
い
て
健
康
保
険
に
よ
る
療
養
を
始
め
た
日
を
記
入
す
る
も
の
で

す
か
ら
、
被
保
険
者
証
の
「
療
養
給
付
記
録
」
欄
な
ど
を
見
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

⒘ 

㊲
の
欄
は
、
な
る
べ
く
詳
し
く
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
特
に
、
手
術
し
た
場
合
は
手
術
の
名
称
と
手
術
の
年
月
日
を
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。 

⒙ 

人
工
腎
臓
等
の
種
類
お
よ
び
㊴
は
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
文
字
を
〇
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。 

⑨
の
従
来
の
職
種
で
労
務
不
能
と
認
め
ら
れ
た
理
由
を
お
書
き
く
だ
さ
い
。 

㉟
の
期
間
中
に
お
け
る
症
状
等
に
つ
い
て
詳
細
に
お
書
き
く
だ
さ
い
。 

共
通
す
る 

注
意
事
項 

事業主の 

注意事項 
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